
史
料
紹
介
　
日
本
所
在
の
朝
鮮
「
屠
漢
戸
籍
」
に
つ
い
て

山

内

民

博

は
じ
め
に

一
審
城
郡
屠
浜
戸
籍
大
帳
の
概
要

■

春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
の
概
要

屠
漠
戸
籍
の
性
格

お
わ
り
に

は

　

じ

　

め

　

に

そ
の
な
か
に
「
屠
漠
戸
籍
」
と
称
す
べ
き
戸
籍
二
冊
が
あ
る
。
『
全
羅
南
道
賓
城
郡
屠
浜
戸
籍
大
帳
』
（
以
下
、
宮
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
）
一
冊

と
、
『
光
武
七
年
三
月
日
江
原
道
春
川
郡
発
卯
度
屠
漠
戸
口
成
冊
』
（
以
下
、
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
）
一
冊
で
あ
る
。
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳

は
光
武
四
年
（
一
九
〇
〇
年
）
、
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
は
光
武
七
年
（
一
九
〇
三
年
）
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
新
式
戸
籍
が
作
成

さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
二
冊
を
紹
介
し
、
屠
漢
戸
籍
の
史
料
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
み
た
い
。

屠
漠
と
は
屠
牛
を
生
業
と
す
る
人
々
の
称
で
、
そ
の
生
業
の
系
譜
を
た
ど
る
と
、
髙
麗
時
代
に
屠
牛
と
柳
器
製
造
に
従
事
し
た
禾
尺
才
人
に

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
各
種
朝
鮮
戸
籍
が
、
日
本
の
複
数
の
大
学
・
図
書
館
な
ど
に
三
百
冊
以
上
所
蔵
さ
れ

（
2
）

て
い

る

カ三三
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さ
か
の
ぼ
る
｡
禾
尺
才
人
は
､
定
住
せ
ず
流
移
し
た
集
団
で
､
と
き
に
醇
畢
禾
尺
と
異
種
族
祝
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
､
朝
鮮
時
代
に
入
り

(
3
)

十
五
世
紀
に
は
､
国
家
に
よ
り
自
丁
(
新
自
丁
)
と
改
称
さ
れ
､
定
住
化
が
図
ら
れ
た
｡
十
六
世
紀
以
降
､
屠
牛
･
皮
革
製
造
･
柳
器
製
造
を

生
業
と
し
た
人
々
は
､
自
丁
と
い
う
呼
称
と
と
も
に
､
皮
匠
･
柳
器
匠
と
い
っ
た
工
匠
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
､
十
九
世
紀
に
は
屠
牛
従

(
4
)

事
者
に
対
し
屠
漠
(
屠
汗
)
と
い
う
名
称
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
｡
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
屠
漠
の
身
分
的
･
社
会
的
位
置
や
生
業
の
実
態
は

(
5
)

ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
､
か
れ
ら
が
鷹
視
･
差
別
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
断
片
的
に
知
ら
れ
て
お
り
､
ま
た
牛
皮
は
十
人
世
紀
末
菓

(
6
)

以
降
､
日
本
に
輸
出
さ
れ
た
商
品
で
も
あ
っ
た
｡
か
れ
ら
へ
の
膿
視
･
差
別
は
近
代
に
入
っ
て
も
続
き
､
植
民
地
期
に
は
衡
平
運
動
と
呼
ば
れ

(
7
)

る
解
放
運
動
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
と
い
う
､
こ
の
二
冊
の
屠
漠
戸
籍
が
作
成
さ
れ
た
時
期
は
朝
鮮
の
国
家
･
社
会
の
大
き
な
変
動

期
で
あ
り
､
戸
籍
制
度
に
お
い
て
も
新
式
戸
籍
と
称
さ
れ
る
新
た
な
様
式
の
戸
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
た
｡
屠
漠
戸
籍
は
､
屠
漠
戸
口
に
関
す
る

貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
と
も
に
､
こ
の
時
点
で
国
家
が
屠
漠
を
ど
の
よ
う
に
把
接
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の

(
8
)

と
予
想
さ
れ
る
｡
当
該
時
期
の
屠
漢
･
自
丁
に
つ
い
て
は
､
金
静
美
氏
の
先
駆
的
研
究
を
は
じ
め
若
干
の
研
究
が
あ
る
が
､
屠
漠
戸
籍
に
つ
い

て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
｡
そ
の
存
在
す
ら
あ
ま
-
知
ら
れ
て
い
な
い
日
本
所
在
の
屠
漠
戸
籍
を
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
｡

72

一
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
の
概
要

(
9
)

賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
は
､
学
習
院
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
戸
籍
中
の
一
冊
で
あ
る
｡
全
三
丁
に
す
ぎ
な
い
薄
い
書
冊
で
あ

る
が
､
各
丁
左
右
に
は
戸
籍
表
が
一
件
ず
つ
印
刷
･
填
害
さ
れ
､
そ
れ
を
二
つ
折
-
に
し
て
表
紙
を
つ
け
て
五
針
で
綴
じ
て
い
る
｡
縦
三
五
･

六
×
横
二
四
･
三
c
m
｡
表
紙
左
に
｢
全
羅
南
道
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
｣
と
墨
書
さ
れ
､
表
紙
右
上
に
｢
庚
子
｣
と
あ
る
｡
戸
籍
表
は
計
六
件



六
戸
分
で
､
戸
籍
表
左
の
年
月
等
の
欄
に
は
す
べ
て
｢
光
武
四
年
二
月
日

郡
守
開
泳
匡
(
印
)
｣
と
あ
る
の
で
､
光
武
四
年
度
(
一
九
〇
〇

午
)
の
戸
籍
と
判
断
さ
れ
る
｡
郡
守
名
の
下
の
印
は
｢
賓
城
郡
守
之
章
｣
と
読
め
､
ま
た
各
戸
籍
表
中
央
及
び
表
紙
外
題
に
は
宮
城
郡
の
官
印

が
押
さ
れ
て
い
る
｡
加
え
て
表
耗
外
題
に
は
､
判
読
し
つ
ら
い
が
お
そ
ら
-
は
全
羅
南
道
の
官
印
も
押
さ
れ
､
冊
内
に
も
冒
頭
と
末
尾
に
全
羅

南
道
の
官
印
が
あ
る
｡

六
件
の
戸
籍
表
は
い
ず
れ
も
戸
口
調
査
細
則
の
｢
戸
籍
式
様
｣
に
準
じ
た
様
式
で
あ
る
｡
上
部
に
｢
全
羅
南
道

賓
城
郡
｣
と
あ
り
､
以
下
､

面
･
洞
･
統
二
戸
､
戸
籍
表
番
号
､
戸
主
の
姓
名
･
年
齢
∵
本
貫
･
職
業
･
前
屈
地
･
四
祖
名
､
同
居
親
属
､
寄
口
男
女
口
数
､
雇
傭
男
女
口

数
､
現
存
人
口
数
､
家
宅
間
数
(
己
有
･
借
有
､
瓦
･
草
別
)
､
年
月
郡
守
名
な
ど
の
欄
が
印
刷
さ
れ
､
そ
の
う
ち
い
-
つ
か
の
欄
に
当
該
事

項
が
填
害
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
版
心
に
は
｢
第

鍍
｣
と
丁
番
号
欄
が
あ
る
が
､
記
入
例
は
な
い
｡

(1
0)

(
u
)

朝
鮮
の
戸
籍
制
度
は
､
建
陽
元
年
(
一
人
九
六
年
)
制
定
の
戸
口
調
査
規
則
､
及
び
戸
口
調
査
畑
別
に
よ
っ
て
大
き
-
変
容
し
､
そ
れ
に
も

と
づ
い
た
戸
籍
が
､
隆
照
三
年
(
一
九
〇
九
年
)
の
民
籍
施
行
ま
で
作
成
さ
れ
た
｡
こ
の
時
期
の
戸
籍
は
､
旧
来
の
戸
籍
(
旧
式
戸
籍
)
に
対

(12)

し
新
式
戸
籍
､
あ
る
い
は
主
と
し
て
作
成
さ
れ
た
時
期
の
年
号
を
と
っ
て
光
武
戸
籍
と
呼
ば
れ
る
｡
三
年
に
一
度
作
成
さ
れ
た
旧
式
戸
籍
と
は

異
な
り
､
新
式
戸
籍
は
毎
年
作
成
さ
れ
て
い
た
｡
様
式
及
び
作
成
時
期
か
ら
み
て
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
は
ま
さ
し
く
新
式
戸
籍
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
｡
な
お
､
宮
城
郡
の
新
式
戸
籍
は
今
の
と
こ
ろ
こ
の
一
冊
し
か
現
存
を
確
認
さ
れ
て
い
な
い
｡

戸
口
調
査
畑
別
に
よ
れ
ば
､
戸
主
は
左
右
に
同
じ
様
式
の
戸
籍
表
が
印
刷
さ
れ
た
用
紙
を
用
い
､
左
右
の
戸
籍
表
に
同
内
容
の
事
項
を
記
入

し
､
該
管
官
庁
(
居
住
し
て
い
る
府
･
牧
･
郡
な
ど
､
以
下
各
郡
)
に
提
出
す
る
｡
各
郡
で
は
割
印
を
押
し
て
そ
れ
を
切
り
離
し
､
一
件
は
郡

衛
に
保
存
し
､
一
件
は
戸
主
に
頒
給
す
る
｡
各
郡
は
提
出
さ
れ
た
戸
籍
を
贋
圭
日
成
冊
し
た
一
本
を
各
道
観
察
府
に
提
出
し
､
観
察
府
で
は
そ
れ

を
保
存
す
る
と
と
も
に
､
さ
ら
に
一
本
を
堅
日
し
て
内
部
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
ま
た
こ
の
ほ
か
に
､
十
戸
を
一
統
に
ま
と
め
､

統
ご
と
に
統
首
･
各
戸
主
姓
名
･
男
女
人
口
･
家
宅
間
数
な
ど
を
記
入
し
た
統
表
が
作
成
･
成
冊
さ
れ
､
こ
れ
も
各
郡
に
一
本
を
置
き
､
暦
本
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が
観
察
府
･
内
部
に
そ
れ
ぞ
れ
送
ら
れ
る
襲
疋
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
各
郡
各
年
度
の
新
式
戸
籍
は
､
戸
籍
及
び
統
表
そ
れ
ぞ
れ
に
､
郡
街

に
保
存
さ
れ
た
一
本
と
､
観
察
府
と
内
部
に
提
出
さ
れ
た
謄
本
各
一
本
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
戸
口
調
査
規
則
及
び
同
細
則
に
は
屠
漠
戸
籍

に
関
す
る
規
定
は
何
も
な
い
が
､
後
諭
す
る
よ
う
に
､
こ
の
点
は
屠
漠
戸
簿
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
｡

賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
は
､
各
戸
籍
表
が
同
じ
手
で
書
か
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
､
ま
た
､
宮
城
郡
守
印
･
宮
城
郡
官
印
に
加
え
全

羅
南
道
の
官
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
､
宮
城
郡
に
お
い
て
暦
喜
成
冊
さ
れ
全
羅
南
道
観
察
府
に
提
出
さ
れ
た
光
武
四
年
度
の
戸
籍
中
の
一
冊

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
戸
口
調
査
細
則
で
は
各
郡
か
ら
は
一
本
を
観
察
府
に
送
-
､
観
察
府
に
お
い
て
内
部
に
提
出
す
る
戸

(13)

籍
を
暦
害
す
る
聾
疋
で
あ
っ
た
が
､
実
際
に
は
各
郡
で
内
部
提
出
分
を
含
め
二
部
を
謄
書
し
､
観
察
府
に
送
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡
よ
っ
て
､
こ

の
宮
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
が
全
羅
南
道
観
察
府
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
､
観
察
府
を
経
て
内
部
に
送
ら
れ
た
も
の
な
の
か
は
､
史
料

自
体
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
｡

収
録
戸
籍
表
六
件
六
戸
の
内
容
を
概
観
す
る
な
ら
､
賓
城
郡
龍
門
面
A
洞
が
四
戸
､
同
郡
大
谷
面
B
洞
が
二
戸
､
同
郡
玉
巌
面
c
洞
が
一
戸

と
､
三
面
三
洞
に
わ
た
っ
て
い
る
｡
戸
主
の
姓
名
･
年
齢
･
本
貫
･
四
祖
欄
は
み
な
記
入
さ
れ
て
い
る
が
､
職
業
欄
は
す
べ
て
空
欄
で
あ
る
｡

戸
籍
表
番
号
及
び
｢
第
幾
統
第
幾
戸
｣
の
形
式
で
記
載
欄
の
あ
る
統
菅
P
･
戸
番
号
も
記
入
さ
れ
て
い
な
い
｡
と
は
い
え
､
外
題
の
｢
屠
漠
戸

籍
大
帳
｣
か
ら
み
て
記
載
さ
れ
た
各
戸
主
が
屠
漠
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
ず
､
賓
城
郡
内
の
屠
漠
戸
主
を
選
ん
で
謄
喜
成
冊
し

た
た
め
､
職
業
は
あ
え
て
記
入
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
前
居
地
欄
は
い
ず
れ
も
｢
久
居
｣
と
記
さ
れ
､
前
年
度
か
ら
移
動
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
｡

同
居
親
属
と
し
て
は
､
妻
･
子
･
女
･
婦
が
み
え
､
妻
と
婦
は
｢
某
姓
｣
の
形
式
で
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
年
齢
は
み
な
善
か
れ
て
い
な
い
｡

寄
口
二
展
傭
欄
は
す
べ
て
空
欄
で
､
戸
主
も
あ
わ
せ
た
口
数
は
六
戸
合
計
し
て
二
十
五
口
(
男
十
五
H
,
女
十
口
)
｡
戸
あ
た
り
口
数
は
三
-

五
口
の
分
布
で
あ
る
｡
家
宅
は
す
べ
て
己
有
の
草
家
で
､
三
-
五
間
の
広
さ
と
な
っ
て
い
る
｡
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戸
主
間
の
関
係
を
み
る
と
､
龍
門
面
A
洞
の
三
人
と
玉
巌
面
c
洞
の
一
人
は
姓
と
本
貢
が
同
じ
な
上
､
全
員
祖
父
名
が
姦
し
､
こ
の
う
ち

A
洞
の
二
人
は
父
名
が
同
じ
兄
弟
で
あ
る
｡
ほ
か
の
二
人
の
戸
主
は
そ
れ
ぞ
れ
姓
も
異
な
-
､
親
族
関
係
は
み
い
だ
せ
な
い
｡

二

春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
の
概
要

春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
は
､
京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
韓
国
戸
籍
成
冊
と
遷
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
新
式
戸
籍
中
の
一
冊
で
あ
る
｡
こ
ち
ら

も
わ
ず
か
に
全
二
丁
で
､
各
丁
を
二
つ
折
-
に
し
て
表
統
を
つ
け
五
針
で
綴
じ
て
い
る
o
表
祇
中
央
に
｢
光
武
七
年
三
月
日
江
原
道
春
川
郡
発

卯
度
屠
漠
戸
口
成
冊
｣
と
里
毒
さ
れ
､
そ
の
1
に
重
ね
て
春
川
部
の
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
｡
縦
二
六
･
三
×
横
l
七
･
〇
等
､
表
紙
左
上

隅
が
破
損
し
て
い
る
｡
表
紙
左
に
は
｢
韓
国
戸
籍
成
冊
第
五
十
七
｣
と
書
か
れ
た
付
塞
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
京
都
大
学
受
入
後
に

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

記
載
様
式
は
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
隈
と
は
大
き
-
異
な
る
｡
通
例
の
戸
籍
表
で
は
な
-
､
宋
色
で
匡
郭
界
線
を
印
刷
し
た
用
紙
を
用
い
て

い
る
｡
四
周
単
辺
､
半
丁
八
行
､
単
花
口
魚
尾
で
､
版
心
上
部
に
は
｢
春
川
郡
｣
､
下
部
に
｢
度
｣
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
｡
第
一
丁
冒
頭
行
に

｢
光
武
七
年
三
月
日
江
原
道
春
川
郡
屠
籍
成
冊
｣
と
手
書
さ
れ
､
以
↑
､
第
子
に
は
面
里
別
に
三
面
三
里
三
戸
の
戸
口
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
｡

第
二
丁
表
に
は
｢
江
原
道
春
川
郡
守
｣
と
書
か
れ
春
川
部
守
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
､
郡
守
名
は
な
い
｡
第
二
丁
裏
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な

い
｡
冊
内
二
箇
所
に
春
川
郡
の
官
印
が
あ
る
｡

各
戸
の
記
載
内
容
は
､
面
里
名
に
続
き
､
改
行
し
て
(
戸
主
の
)
姓
名
･
年
齢
･
本
苧
四
街
名
､
妻
の
氏
･
年
齢
､
率
子
名
･
年
齢
､
現

存
男
女
口
数
､
家
宅
間
数
(
草
家
幾
間
)
が
善
か
れ
て
い
る
｡
現
存
男
女
口
数
と
家
宅
間
数
が
記
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
､
前
述
戸
籍
表
の
記
載

項
目
と
お
お
よ
そ
は
対
応
す
る
が
､
職
業
･
統
戸
番
号
岳
居
地
･
寄
口
男
女
口
数
･
雇
傭
男
女
口
数
は
善
か
れ
て
い
な
い
｡
職
業
は
不
記
入
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で
あ
る
が
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
と
同
じ
-
､
外
題
･
内
題
か
ら
み
て
各
戸
主
が
屠
漠
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
｡

ま
た
､
各
戸
の
記
載
は
同
一
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
か
ら
み
て
､
こ
の
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
は
､
春
川
郡
で
作
成
さ
れ
た
光
武
七
年
度
(
一
九
〇
三
年
)
の
春
川
郡
屠
漠
戸
の
戸
籍
と
判

断
さ
れ
る
｡
江
原
道
の
官
印
が
な
い
点
の
み
を
も
っ
て
､
江
原
道
観
察
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
み
な
し
う
る
か
は
疑
問
で
､
元
来
の

所
蔵
機
関
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
現
存
す
る
春
川
郡
の
戸
籍
に
は
同
じ
-
京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
｢
光
武
七
年
三
月
日
江
原
道
春
川
郡
発
卯
度
僧
籍
成
冊
｣
一

(14)

冊
が
あ
る
｡
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
と
同
じ
年
度
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
用
紙
も
宋
色
の
匡
郭
界
線
が
印
刷
さ
れ
､
版
心
に
｢
春
川
郡
｣
と
あ

る
ま
っ
た
-
同
じ
も
の
を
使
っ
て
い
る
｡
僧
籍
の
場
合
､
春
川
郡
に
限
ら
ず
印
刷
さ
れ
た
戸
籍
表
を
用
い
な
い
の
が
通
例
で
､
一
般
の
新
式
戸

籍
と
は
異
誉
｡
春
川
郡
で
は
､
屠
漠
戸
籍
も
僧
籍
の
様
式
に
な
ら
い
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
屈
武
七
年
三
月
日
江
原

道
春
川
郡
発
卯
度
僧
籍
成
冊
｣
も
郡
印
か
ら
み
て
春
川
郡
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
元
来
の
所
蔵
機
関
は
や
は
-
不
明
で
あ
る
｡

ぉ
そ
ら
く
は
､
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
と
と
も
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

記
載
戸
口
は
､
郡
内
面
D
里
一
戸
､
北
中
面
E
里
一
戸
､
北
内
面
F
里
一
戸
の
三
戸
で
､
口
数
合
計
は
十
(
男
七
､
女
三
)
､
一
戸
あ
た
り

(15)

二
-
五
口
の
分
布
で
あ
る
｡
家
宅
は
す
べ
て
草
家
で
三
-
人
間
､
己
有
｡
借
有
の
別
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
妻
は
み
な
｢
某
氏
齢
幾
｣
の
形

式
で
善
か
れ
て
い
る
｡
三
人
の
戸
主
の
う
ち
､
二
人
は
父
が
同
じ
兄
弟
で
､
も
う
一
人
は
姓
本
貫
と
も
に
異
な
っ
て
い
る
｡
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三

屠
漠
戸
籍
の
性
格

以
上
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
と
春
川
部
屠
漠
戸
口
成
冊
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
が
､
こ
う
し
た
屠
漠
戸
籍
が
当
時
の
戸
籍
制
度
の
中



で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
､
若
干
検
討
し
て
み
よ
う
｡

ま
ず
､
こ
の
屠
漠
戸
籍
二
冊
が
孤
立
し
た
例
な
の
か
､
同
様
の
戸
籍
が
ほ
か
の
地
域
で
も
広
-
作
成
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡

現
存
し
て
い
る
屠
漠
戸
籍
に
は
､
賓
城
と
春
川
の
二
冊
の
ほ
か
に
､
ソ
ウ
ル
大
学
校
杢
草
間
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
慶
尚
南
道
蔚
山
郡
の
も
の
が

あ
る
｡
光
武
二
年
･
四
年
･
五
年
各
年
度
の
屠
漠
戸
籍
各
二
冊
と
､
同
年
度
の
屠
漠
戸
の
統
表
が
一
冊
ず
つ
､
加
え
て
光
武
人
年
の
屠
漠
戸
の

ま
た
､
内
部
と
地
方
官
街
間
の
戸
籍
に
関
す
る
訓
令
･
報
告
の
謄
録
で
あ
る
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
に
は
､
少
な
か
ら
ぬ
府
郡
で
一
般
の

戸
籍
･
統
表
と
と
も
に
屠
漠
戸
籍
及
び
僧
籍
を
作
成
･
提
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
散
見
さ
れ
る
｡
次
は
､
そ
の
一
例
で
あ
る
｡

(1
6)

統
表
一
冊
が
残
っ
て
い
る
｡

(17)

三和

籍
統
表
七
冊

中和

籍
統
表
十
一
冊

順川

籍
統
表
六
冊

慈山

籍
統
表
七
冊

俳川

籍
統
表
二
十
冊

股山

籍
統
表
五
冊

順安

籍
統
表
八
冊

僧
屠
籍
一
冊

僧
屠
籍
二
冊

僧
屠
籍
一
冊

僧
屠
籍
一
冊

僧
屠
籍
一
冊

僧
屠
籍
二
冊

平壌

籍
統
表
十
人
冊

龍岡

籍
統
表
九
冊

祥原

籍
統
表
四
冊

粛川

籍
統
表
十
冊

寧遠
籍
統
表
四
冊

江東

籍
統
表
九
冊

僧
屠
籍
二
冊

僧
屠
籍
二
冊

僧
屠
籍
二
冊

僧
屠
籍
二
冊

僧
屠
籍
一
冊

屠
籍
一
冊
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光
武
二
年
五
月
十
六
日
に
平
安
南
道
か
ら
管
下
一
府
二
十
二
郡
の
戸
籍
が
内
部
に
提
出
さ
れ
､

三
府
郡
に
つ
い
て
､
前
年
に
比
べ
戸
口
の
減
少
が
著
し
-
脱
戸
漏
口
が
は
な
は
だ
し
い
と
し
て
､

翌
十
七
日
､
内
部
は
二
十
三
府
部
の
う
ち
十

戸
籍
を
差
し
戻
し
､
再
調
査
･
再
提
出
を
命

(18)

じ
た
｡
右
に
引
い
た
の
は
､
そ
の
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
十
三
府
郡
名
を
戸
籍
冊
数
と
と
も
に
列
挙
し
た
訓
令
末
尾
の
部
分
で
あ
る
｡

冒
頭
の
｢
三
和

籍
統
表
七
冊

僧
屠
籍
一
冊
｣
は
､
三
和
郡
の
戸
籍
と
儀
表
あ
わ
せ
て
七
冊
､
僧
屠
籍
一
冊
が
差
し
戻
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
｡



僧
屠
籍
一
冊
と
あ
る
の
は
､
僧
と
屠
漠
を
一
冊
に
合
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
十
三
府
郡
中
十
二
府
郡
に
屠
籍
-
屠
浜
戸
籍
が
､
十
一
府
郡
に

僧
籍
が
み
え
る
｡

平
安
北
道
で
も
､
同
じ
光
武
二
年
に
二
十
一
郡
中
六
郡
の
戸
籍
が
内
部
か
ら
差
し
戻
さ
れ
た
が
､
江
界
･
亀
城
･
嘉
山
･
郭
山
･
雲
山
･
泰

固
醍
四

川
の
六
郡
す
べ
て
に
屠
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
同
年
成
鏡
南
道
か
ら
内
部
に
提
出
さ
れ
た
戸
籍
に
も
屠
漠
戸
籍
･
僧
籍
が
含
ま
れ
て

(
2
)

(N～)

い
た
｡
妄
､
成
鏡
北
道
か
ら
同
年
に
擢
出
さ
れ
た
戸
籍
一
六
二
冊
中
に
は
､
僧
籍
は
あ
る
が
屠
漠
戸
籍
は
な
か
っ
た
｡
現
存
す
る
『
外
各
府

郡
公
牒
格
安
』
は
お
も
に
平
安
南
北
道
と
成
鏡
南
北
道
の
四
道
分
の
記
事
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
他
道
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
､

現
存
す
る
屠
漠
戸
籍
が
道
で
い
え
ば
全
羅
南
道
･
江
原
道
･
慶
尚
南
道
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
､
屠
漠
戸
籍
は
相
当
に
多
く
の

地
域
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

前
述
の
と
お
-
､
戸
口
調
査
蔑
則
･
同
紙
別
に
は
屠
漠
戸
籍
に
関
す
る
聾
疋
は
な
い
｡
し
か
し
､
こ
れ
だ
け
広
範
囲
に
屠
漠
戸
籍
が
作
成
さ

れ
､
少
な
-
と
も
平
安
南
北
道
･
成
鏡
南
道
の
場
合
､
内
部
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
､
屠
漠
戸
籍
の
作
成
は
､
何
ら
か
の

中
央
か
ら
の
指
示
に
よ
-
､
全
国
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
同
じ
-
戸
口
調
査
規
則
･
同
価
別
に
規
定
の

な
い
僧
籍
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
､
一
般
の
戸
籍
･
統
表
に
あ
わ
せ
､
屠
漠
戸
撃
僧
籍
を
作
成
提
出
す
る
こ
と
が
､
新
式
戸

(22)

籍
時
期
の
通
例
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

そ
の
提
出
手
続
き
は
一
般
の
戸
籍
と
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
蔚
山
郡
の
屠
漠
戸
籍
･
統
表
の
表
就
に
は
い
ず
れ
も
｢
郡
存
｣

(23)

と
書
か
れ
て
い
て
､
蔚
山
郡
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
｡
前
述
の
と
お
-
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
に
は
全
羅
南
道
の
官
印
が
あ
り
､

ま
た
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
の
記
事
か
ら
み
て
､
屠
漠
戸
籍
は
ほ
か
の
戸
籍
と
と
も
に
内
部
ま
で
提
出
さ
れ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
通
常
の

戸
籍
･
統
表
同
様
に
､
各
郡
に
云
が
保
管
さ
れ
､
道
の
観
察
府
と
内
部
に
一
本
ず
つ
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
蔚
山
郡
で
は
屠
漠

の
み
の
統
表
も
作
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
が
ど
の
程
度
他
地
域
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
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屠
漠
戸
籍
が
広
-
作
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
､
次
に
､
屠
漠
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
戸
口
は
一
般
の
戸
籍
･
統
表
に
も
収
録
さ
れ
､
そ
こ
か

ら
抜
粋
さ
れ
て
屠
漠
戸
籍
が
作
成
さ
れ
た
の
か
､
そ
れ
と
も
一
般
の
戸
籍
･
統
表
と
は
完
全
に
別
個
に
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点
が
問

題
と
な
ろ
う
｡
賓
城
･
春
川
･
蔚
山
各
郡
の
い
ず
れ
も
屠
漠
戸
籍
な
い
し
屠
漠
戸
籍
と
僧
籍
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
､
直
接
に
対
照
し
て
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
だ
し
､
蔚
山
郡
屠
漠
戸
籍
に
記
さ
れ
た
統
戸
番
号
及
び
統
表
が
､
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
｡

蔚
山
郡
屠
漠
戸
籍
に
は
郡
内
の
複
数
面
複
数
里
に
わ
た
る
戸
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
戸
は
屠
漠
戸
の
み
で
十
戸
一
統
に
作
統
さ

れ
､
各
戸
に
は
連
続
す
る
統
番
号
･
統
内
戸
番
号
が
記
入
さ
れ
て
お
-
､
統
表
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
｡
屠
漠
･
僧
で
な
い
戸
の
場
合
､
面
･

洞
里
を
単
位
に
作
統
さ
れ
､
統
番
号
･
戸
番
号
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
蔚
山
郡
で
は
屠
漠
戸
は
ほ
か
の
職
業
戸
と
は
区
別
さ
れ
､

一
般
の
戸
籍
･
統
表
に
は
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
筆
者
の
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
､
屠
漠
戸
籍
以
外
の
新
式
戸
籍
に
屠

漠
を
職
業
と
す
る
戸
主
は
み
つ
か
っ
て
お
ら
ず
､
他
郡
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
｡

な
お
､
前
出
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
の
光
武
二
年
の
記
事
で
､
平
安
南
道
十
三
府
郡
の
戸
籍
が
脱
戸
漏
口
が
多
い
と
し
て
差
し
戻
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
､
一
般
に
新
式
戸
籍
時
期
も
戸
籍
に
収
録
さ
れ
る
の
は
郡
内
戸
口
の
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
屠
漢
戸
籍
も
屠
牛
を
生
業
と
す
る
人
々
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
-
､
ま
た
屠
漠
戸
内
の
漏
口
も
あ
っ
た
ろ
う
｡

た
だ
し
､
こ
の
点
は
屠
漠
戸
籍
作
成
の
目
的
と
も
関
わ
-
､
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
｡
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お

わ

り

に

こ
こ
ま
で
日
本
所
在
の
二
冊
の
屠
漠
戸
籍
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
､
屠
漠
戸
籍
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
｡

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
に
か
け
て
､
各
郡
で
は
一
般
の
戸
籍
･
統
表
と
も
に
､
屠
漠
戸
の
み
を
収
録
し
た
屠
漠
戸
籍
､
及
び
僧
の
み



を
収
録
し
た
僧
籍
を
作
成
し
､
観
察
府
･
内
部
に
提
出
し
て
い
た
｡
戸
口
調
査
規
則
以
前
の
旧
式
戸
籍
中
に
屠
漠
戸
籍
に
相
当
す
る
よ
う
な
も

(24)

の
は
み
つ
か
っ
て
お
ら
ず
､
ま
た
､
新
式
戸
籍
の
中
で
､
特
定
の
職
業
の
み
の
戸
籍
を
別
途
作
成
す
る
例
は
屠
漠
と
僧
に
限
ら
れ
る
｡
国
家
は

戸
籍
制
度
の
中
で
､
屠
浜
と
僧
を
ほ
か
の
戸
口
と
は
別
に
把
握
し
よ
-
と
し
て
い
た
の
で
あ
-
､
屠
漠
戸
籍
の
存
在
は
新
式
戸
籍
自
体
の
一
つ

の
大
き
な
特
徴
と
も
い
え
よ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
屠
漠
戸
籍
の
性
格
を
考
え
る
上
で
､
残
さ
れ
て
い
る
課
題
も
多
い
｡
ま
ず
､
屠
漠
戸
籍
の
作
成
に
国
家
の
意
思
が
介
在
し

て
い
る
と
す
る
な
ら
､
国
家
が
屠
漠
戸
籍
を
作
成
さ
せ
た
理
由
が
問
わ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
理
由
を
直
接
に
示
す
よ
う
な

(25)

史
料
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
が
､
関
連
し
て
､
金
静
美
氏
は
光
武
二
年
に
｢
自
T
｣
の
全
道
人
口
が
別
個
集
計
さ
れ
て
い
る
点
を
､
国
家
に
よ
る

(26)

庖
津
(
庖
厨
､
獣
肉
販
売
所
)
管
理
と
の
関
係
に
お
い
て
と
.
ら
え
て
い
る
｡
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
-
､
今
後
､
｢
庖
津
規
則
｣
以
前
の
庖
厨

の
様
相
を
含
め
､
屠
漠
の
生
業
と
国
家
の
政
策
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
関
連
史
料
の
精
査
が
必
要
で
あ
る
｡

一
方
で
､
屠
漠
と
僧
の
み
が
別
個
の
戸
籍
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
は
､
か
れ
ら
の
国
家
的
･
社
会
的
位
置
を
何
ほ
ど
か
反
映
し
て
い
る
と
も
考

(27)

ぇ
ら
れ
る
｡
一
人
九
四
年
､
甲
午
改
革
の
中
で
｢
騨
人
侶
優
皮
工
｣
の
｢
免
鷹
｣
が
定
め
ら
れ
た
｡
従
来
､
こ
れ
に
よ
っ
て
屠
漠
･
白
丁
な
ど

(28)

を
含
む
購
民
身
分
が
法
的
に
は
解
放
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
多
い
が
､
｢
罪
人
侶
優
皮
工
｣
､
な
か
で
も
｢
皮
工
｣
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は

(29)

必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
｡
ま
た
､
｢
罪
人
侶
優
皮
工
｣
､
あ
る
い
は
屠
漠
･
自
↑
な
ど
が
､
一
人
九
四
年
以
前
､
い
か
な
る
意
味
で
｢
鷹
｣
で

(30)

ぁ
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
｢
免
頗
｣
の
も
つ
歴
史
的
意
味
も
不
明
確
で
あ
る
｡
か
れ
ら
の
甲
午

改
革
以
前
の
身
分
的
性
格
を
僧
侶
を
含
め
検
討
す
る
な
か
で
､
屠
漠
戸
籍
や
僧
籍
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
の
も
つ
歴
史
的
意
味
も
明
ら
か
に
な
っ

て
こ
よ
ゝ
つ
｡

屠
漠
戸
籍
は
､
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
て
い
-
上
で
､
ま
た
直
接
に
は
屠
漠
戸
口
の
様
能
首
検
討
す
る
上
で
の
基
礎
的
史
料
な
の
で
あ
り
､

現
存
冊
数
の
と
ぼ
し
い
屠
漠
戸
籍
中
の
二
冊
と
し
て
､
賓
城
郡
屠
漠
戸
籍
大
帳
と
春
川
郡
屠
漠
戸
口
成
冊
の
も
つ
史
料
的
価
値
は
高
い
と
い
う
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ベ
き
で
あ
ろ
う
｡

註

(1)日本所在の朝鮮戸籍の概要については､武田幸男『学習院大学蔵朝鮮戸籍大帳の基礎的研究-19世紀･慶尚道鎮海県の戸籍

大
帳
を
通
じ
て
-
』
(
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
､
一
九
八
三
年
)
二
〇
-
二
四
ペ
-
ジ
､
同
｢
学
習
院
大
学
蔵
の
丹
城
県
戸
籍
大
帳
と
そ
の

意
義
｣
(
同
編
『
朝
鮮
後
期
の
慶
尚
道
丹
城
県
に
お
け
る
社
会
動
態
の
研
究
(
-
)
』
(
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
､
一
九
九
一
年
)
二
一
ペ
-
ジ

を
参
照
さ
れ
た
い
｡
な
お
日
本
所
在
朝
鮮
戸
籍
の
目
録
解
題
が
東
洋
文
庫
か
ら
近
刊
の
予
定
で
あ
る
｡

(
2
)
現
存
の
冊
名
に
は
､
以
下
述
べ
る
よ
う
に
｢
屠
漠
戸
籍
大
帳
｣
｢
屠
漠
戸
口
成
冊
｣
｢
屠
汗
戸
籍
表
｣
と
い
っ
た
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､

各
種
政
府
記
録
に
は
｢
屠
漠
戸
籍
｣
｢
屠
漠
成
冊
｣
｢
屠
籍
｣
な
ど
と
み
え
､
呼
称
は
一
定
し
て
い
な
い
｡
｢
屠
漠
｣
と
い
う
表
現
の
も
っ
た
差
別
的
意

味
に
留
意
し
っ
つ
も
､
史
料
上
の
表
記
を
重
ん
じ
て
こ
こ
で
は
｢
屠
漠
戸
籍
｣
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
｡

(
3
)
妾
聖
二
鮮
初
自
丁
考
｣
(
『
申
匡
鏑
博
士
回
甲
紀
年
論
叢
』

l
九
六
四
年
､
同
著
『
朝
鮮
時
代
商
工
業
史
研
究
』
T
6
J
召
斗
､
完
八
四
年
に
｢
王
朝

前
期
自
丁
句
性
格
｣
と
改
題
し
て
収
録
)
､
浜
中
昇
｢
高
麗
末
期
･
朝
鮮
初
期
の
禾
尺
･
才
人
｣
(
『
朝
鮮
文
化
研
究
』
四
､
l
九
九
七
年
)
､
李
俊
九

｢
朝
鮮
前
期
自
丁
句
犯
罪
相
ヰ
斉
民
化
施
策
｣
(
『
大
丘
史
学
』
五
六
､
一
九
九
人
年
)
､
同
｢
朝
鮮
時
代
自
丁
句
前
身
楊
水
尺
､
才
人
､
禾
尺
､

障
塾
｣
(
『
朝
鮮
史
研
究
』
九
､
二
〇
〇
〇
年
)
な
ど
｡

(
4
)
朝
鮮
後
期
の
白
丁
･
皮
匠
･
柳
器
匠
に
つ
い
て
は
､
以
↑
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
李
俊
九
｢
朝
鮮
後
期
白
丁
句
存
在
様
相
｣
(
『
大
丘
史
学
』

五
三
､
l
九
九
七
年
)
､
同
｢
朝
鮮
後
期
慶
尚
道
丹
城
地
域
句
白
丁
可
存
在
様
相
｣
(
『
朝
鮮
史
研
究
』
七
､
一
九
九
八
年
)
､
同
｢
王
望
丁
7
一
編
戸

自丁句吾瑚卑ユ7ORr｣(『韓国中世史論叢-李樹健教授停年紀念』二〇〇〇年)､同｢朝鮮後期中量己望Tヱせヱ司甥TKO

句
存
在
様
相
｣
(
『
朝
鮮
史
研
究
』
十
､
二
〇
〇
l
年
)
､
山
内
民
博
｢
1
9
瑚
r
F
:
慶
尚
道
安
義
県
戸
籍
大
帳
叫
7
ー
瑚
宅
柳
器
匠
珊
瑚
可
7
5
.
J
(
『
大

東
文
化
研
究
』

四
二
､
二
〇
〇
三
年
)
｡

(
5
)
金
俊
享
｢
晋
州
地
域
衡
平
運
動
句
歴
史
的
背
景
｣
衡
平
運
動
7
0
周
年
紀
年
事
業
会
編
『
衡
平
運
動
句

再
認
識
』
(
草
書
亜
叫
､
l
九
九
三
年
.
同

書
日
本
語
版
･
辛
基
秀
監
訳
『
朝
鮮
の
｢
身
分
｣
解
放
運
動
』
部
苗
解
放
研
究
所
､
一
九
九
四
年
)
四
九
-
五
〇
ペ
-
ジ
な
ど
｡

(
6
)
田
代
和
生
｢
近
世
後
期
日
朝
貿
易
史
研
究
序
論
｣
(
『
三
田
学
会
雑
誌
』
七
九
±
一
､
一
九
八
六
年
)
､
同
｢
幕
末
期
日
朝
私
貿
易
と
倭
館
貿
易
商
人
｣

(
速
水
融
ほ
か
編
『
徳
川
社
会
か
ら
の
展
望
』
同
文
館
出
版
､
完
八
九
年
)
､
塚
田
孝
｢
ア
ジ
ア
に
お
け
る
良
と
購
｣
(
荒
野
泰
典
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア

の
な
か
の
日
本
史
』
-
､
東
京
大
学
出
版
会
､
完
九
二
年
､
同
著
『
近
世
身
分
制
と
周
縁
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
､
一
九
九
七
年
に
収
録
)
､
妻

徳
相
｢
李
氏
朝
鮮
開
港
直
後
に
於
け
る
朝
日
貿
易
の
展
開
｣
(
『
歴
史
学
研
究
』
二
六
五
､
完
六
二
年
)
な
ど
｡

(
7
)
衡
平
運
動
に
つ
い
て
は
､
池
川
英
勝
｢
朝
鮮
衡
平
社
運
動
に
つ
い
て
｣
(
『
朝
鮮
学
報
』
八
三
､
一
九
七
七
年
)
､
衡
平
運
動
7
0
周
年
紀
年
事
業
会
編
前
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掲
『
衡
平
運
動
句
再
認
識
』
､
金
仲
壁
『
衡
平
運
動
研
究
』
(
T
J
領
斗
､
完
九
四
年
)
な
ど
､
日
本
･
韓
国
で
多
-
の
研
究
が
あ
る
｡

(
8
)
金
静
美
｢
十
九
世
紀
末
･
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
｢
自
↑
｣
｣
(
飯
沼
二
郎
･
妾
在
彦
編
『
近
代
朝
鮮
の
社
会
と
思
想
』
未
来
社
､
一
九
八
一
年
)
､

金
俊
事
前
掲
｢
晋
州
地
域
衡
平
運
動
句
歴
史
的
背
景
｣
､
金
仲
筆
削
掲
『
衡
平
運
動
研
究
』
な
ど
｡

( ( ( /-ー＼

12 ll 10 9
) )

＼
J )

学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
朝
鮮
戸
籍
､
整
理
番
号
一
三
八
｡

勅
令
撃
ハ
十
言
す
(
建
陽
元
年
九
月
一
日
頒
布
･
施
行
､
『
官
報
』
第
四
百
二
十
号
､
建
陽
元
年
九
月
四
日
付
)
｡

内
部
令
第
八
号
(
建
陽
元
年
九
月
三
日
発
令
､
『
官
報
』
第
四
百
二
十
三
号
､
建
陽
元
年
九
月
八
日
付
)
?

新
式
戸
籍
の
概
要
に
つ
い
て
は
､
武
田
幸
男
前
掲
『
学
習
院
大
学
蔵
朝
鮮
戸
籍
大
帳
の
基
礎
的
研
究
』
一
人
-
二
〇
ペ
-
ジ
､
吉
田
光
男
｢
戸
籍
か

ら
見
た
二
〇
世
紀
初
頭
ソ
ウ
ル
の
｢
人
｣
と
｢
家
｣
｣
(
『
朝
鮮
学
報
』
一
四
七
､
一
九
九
三
年
)
二
六
-
二
七
､
三
七
-
四
五
ペ
-
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
=
)
光
武
七
年
(
一
九
〇
三
年
)
十
月
に
全
羅
北
道
管
日
郡
が
観
察
府
か
ら
受
け
た
訓
令
に
は
｢
府
上
･
京
上
両
件
｣
の
戸
籍
を
提
出
す
る
よ
う
に
あ
り
､

光
武
九
年
三
月
に
は
淳
昌
郡
が
同
年
度
戸
籍
｢
府
上
京
上
両
件
｣
を
観
察
府
に
送
っ
て
い
る
(
『
淳
昌
郡
報
告
維
謄
』
｢
光
武
七
年
十
月
二
十
日
､
観

察
府
呈
第
二
百
六
十
人
畿
報
告
｣
､
同
｢
光
武
九
年
三
月
升
二
日
､
観
察
府
口
裏
七
百
二
十
九
既
報
告
｣
､
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
各
司
暦
録
』
五
三
､

一
九
九
7
年
所
収
)

(
1
4
)
韓
国
戸
籍
成
冊
第
五
十
八
｡

(
t
3
)
た
だ
し
､
あ
る
戸
で
は
､
姓
名
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
男
二
(
戸
主
･
率
子
)
･
女
l

(
秦
)
で
あ
る
が
､
現
存
口
数
と
し
て
は
男
二
･
女
二

と
記
さ
れ
て
い
る
｡
本
文
の
数
字
は
､
前
者
を
と
っ
て
い
る
｡

(-

6
)
『
蔚
山
郡
屠
汗
戊
成
戸
籍
表
』
光
武
二
年
､
『
蔚
山
郡
屠
汗
戊
戊
戸
籍
統
表
』
光
武
二
年
､
『
蔚
山
郡
屠
汗
庚
子
戸
籍
表
』
光
武
四
年
､
『
蔚
山
郡
屠
汗

庚
子
戸
籍
統
表
』
光
武
四
年
､
『
蔚
山
郡
辛
丑
屠
汗
戸
籍
表
』
光
武
五
年
､
『
蔚
山
郡
辛
丑
屠
汗
戸
籍
統
表
』
光
武
五
年
､
『
蔚
山
郡
甲
辰
屠
汗
戸
籍
統

表
』
光
武
八
年
｡
杢
l
五
〇
二
五
-
丁
七
｡
蔚
山
の
場
合
､
戸
籍
表
職
業
欄
に
は
｢
屠
汗
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
杢
章
閣
に
は
､
こ
の
ほ
か
蔚
山
部

の
新
式
の
僧
籍
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡

(
E
=
)
ソ
ウ
ル
大
学
枚
杢
章
開
所
蔵
､
華
人
〇
二
二
⊥
｡
光
武
二
年
か
ら
光
武
十
年
に
至
る
時
期
の
､
平
安
南
北
道
･
成
鏡
南
北
道
の
四
道
､
及
び
仁

川
港
･
東
莱
港
･
徳
源
港
･
務
安
港
･
昌
原
港
分
の
戸
籍
関
係
の
訓
令
･
報
告
類
を
内
部
版
籍
局
で

整
理
璽
日
し
た
も
の
で
あ
る
｡
表
紙
外
題
に
は
｢
外

各
府
郡
公
牒
摘
要
坤
一
｣
と
あ
り
､
他
道
分
の
記
録
を
載
せ
た
冊
も
元
来
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
､
金
俊
享
｢
晋

州
地
域
衡
平
運
動
句
歴
史
的
背
景
｣
(
前
掲
『
衡
平
運
動
句
再
認
識
』
)
も
触
れ
て
い
る
｡

(-

8
)
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
平
安
南
道
､
光
武
二
年
五
月
十
六
日
報
告
四
十
三
号
､
光
武
二
年
五
月
十
七
日
訓
令
｡

(-

9
)
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
平
安
北
道
､
光
武
二
年
七
月
十
五
日
訓
令
｡
六
郡
中
二
郡
は
僧
籍
も
み
え
る
｡
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(
2
0
)
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』
成
鏡
南
道
､
光
武
二
年
七
月
三
十
日
報
告
三
十
七
号
｡

(
a
)
｢
管
下
各
郡
府
本
年
度
戸
籍
表
l
百
三
十
六
件
､
統
表
十
人
件
､
僧
徒
案
八
件
､
共
合
l
百
六
十
二
件
-
-
･
上
送
｡
｣
『
外
各
府
郡
公
牒
摘
要
』

成
鏡
北
道
､
光
武
二
年
七
月
十
人
日
報
告
二
十
三
号
｡

(
R
3
)
光
武
二
年
(
l
八
九
八
年
)
二
月
二
十
六
日
付
『
独
立
新
聞
』
雑
報
欄
に
は
､
大
韓
全
国
の
僧
と
白
丁
の
人
口
が
そ
れ
ぞ
れ
六
千
四
雪
l
十
五
口
と

二
千
百
六
口
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
記
事
が
あ
る
｡
金
静
美
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
戸
口
調
査
に
基
づ
き
集
計
さ
れ
た
数
字
で
あ
ろ
う
(
金
静
美

前
掲
｢
十
九
世
紀
末
･
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
｢
白
T
J
｣
二
空
ペ
-
ジ
)
｡
な
お
､
屠
漠
戸
籍
･
僧
籍
の
作
成
が
通
例
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
場

合
､
両
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
道
･
府
郡
の
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
､
さ
し
あ
た
り
そ
れ
は
屠
漠
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
戸
主
や
僧
侶
の
存

在
有
無
に
よ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
｡

(
s
3
)
た
だ
し
､
提
出
原
本
を
綴
じ
た
も
の
で
は
な
-
､
各
冊
は
ほ
ぼ
同
一
人
に
よ
り
謄
書
さ
れ
て
い
る
｡

(
a
)
そ
も
そ
も
旧
式
戸
籍
で
屠
浜
と
い
う
職
役
を
記
載
し
て
い
る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
｡
た
だ
し
､
皮
匠
や
柳
器
匠
と
い
っ
た
屠
漠
と
関
連
の
深
い

と
み
ら
れ
る
工
匠
は
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
旧
式
戸
籍
に
散
見
さ
れ
､
屠
牛
に
関
わ
る
人
々
が
戸
籍
登
載
の
対
象
外
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
､
今
後
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
な
お
､
『
経
国
大
典
』
に
は
才
人
白
↑
の
戸
籍
を
作
成
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
が
あ
る
が
(
刑
典
､
才
白
丁

圏
完
備
)
､
十
六
世
紀
か
ら
十
人
世
紀
初
の
現
存
戸
籍
史
料
で
は
自
↑
は
通
常
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
(
李
俊
九
前
掲
｢
王
室
丁
刀
編
戸
自
丁
句

壬
瑚
卑

コ

q
o
7
q
r
｣
)
｡
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(
/一~.､､ ( ( (

29 28 27 26 25
) ) ) ) )

前
註
2 2
参
照
｡

金
静
美
前
掲
｢
十
九
世
紀
末
二
一
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
｢
白
T
J
｣
二
五
一
-
二
五
二
ペ
-
ジ
｡

『
高
宗
賓
録
』
三
十
一
年
七
月
初
二
日
｡

た
と
え
ば
､
懐
錆
庭
『
韓
国
近
代
社
食
史
研
究
』
(
一
志
社
､
一
九
八
七
年
)

l
二
九
ペ
-
ジ
な
ど
｡

金
静
美
前
掲
｢
十
九
世
紀
末
･
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
｢
自
T
J
｣
二
四
九
1
云
○
ペ
-
ジ
､
柳
永
益
『
東
慧
庶
民
蜂
起
卑

甲
午
更
張
』
(
一

潮
閣
､
l
九
九
八
年
)

l
四
七
-
l
五
〇
ペ
-
ジ
｡

(
g
!
)
関
連
し
て
､
山
内
民
博
前
掲
｢
1

9
瑚
7
-
慶
尚
道
安
義
県
戸
籍
大
帳
叫
7

-
瑚
屯
柳
器
匠
叫
瑚
7
W
J
で
は
､
十
九
世
紀
の
安
義
県
の
旧
式
戸
籍
大

帳
に
お
い
て
､
柳
器
匠
戸
が
他
の
戸
と
は
記
載
様
式
上
区
別
さ
れ
､
下
位
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

[
付
記
]
本
稿
は
､
二
〇
〇
三
年
度
新
潟
大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
経
費
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡




